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を提出し

カンボジア法律情報
‐気をつけて下さい。不動産購入後の注意点‐

6月号８ 月 号

-私達は、カンボジアの法律・
契約書の専門家です-

お気軽に日本語でお問い合わせください。
−連絡先−

Email  :   info@jblcambodia.com

代表： 023-6405621   TEL : 077-642851-法律情報版-

＜筆者＞ 藪本 雄登

今回は弊社顧問であるPhalla氏に不動産の取得・保
持に関するインタビューを基礎に記事を作成させてい
ただきました。前回の記事では、不動産の購入および
取得に関する注意点について焦点を当てました。今
回は不動産購入時および所有後における注意点に
関して論じさせていただきます。最大の問題は不動産
に関する税金となります。
カンボジアにおいて、不動産の取得および所有に
関する課税スキームは大きく３つ存在しています。資
産譲渡税、年次不動産所有税、遊休土地税の３つと
なっています（遊休土地税に関しては、紙面上の関係
から、ここでは省かせていただきます）。

１ 資産譲渡税の意義と課題について教えてください。
現在、カンボジアにおいて資産譲渡税は、政府の評
価不動産価格もしくは実際の購入価格（どちらかの価
格が高い方）の４％に設定されています。不動産価格
の評価は、同じ地域の不動産基準価格に基いて税務
局の担当者によって判断され、税務局より価格証明
書が発行されます。当該証明書を基礎に不動産登記
局は、不動産の移転と登記手続きを実施します。実
務上においては、税務局および登記局の担当者が綿
密に連絡を取り合い、不正防止に取り組んでいます。
資産譲渡税は、不動産登記されているか、否かを問
わず適用されるのが原則です。しかしながら、実務上
において本制度は、所有権利書（Hard Title）が存在
し、登記された不動産にのみ適用されるケースがほと
んどです。占有権利書（Soft Title）のみを保有し、登
記されていない不動産については税金支払いを無視
している場合が多いです。今後は制度および運用面
の見直しが想定されますので、土地購入の際には税
金についてもしっかり考慮することをお勧めします。

２ 年次不動産所有税の意義と課題について教えて
ください。
現在、政府は不動産の所有者および保有者に対す
る年間不動産所有税の運用強化を進めています。

政府は、（特に地方において）土地および建物所
有者に対する納税義務に関する教育計画を充実
させています。
現在の年次不動産所有税は、経済財務省の省
令によって決定される不動産評価額を基礎に判断
されています。本不動産評価額の80％に対して0.1
％の課税が毎年課せられます。また、不動産評価
額が１億リエル（約25,000USドル）に満たない場合
においては、本課税が適用されません。
不動産評価額が基準に満たなかった場合を加え
て、年次不動産所有税の免除措置が認められる８
つのケースが存在しています。残りの７つのケース
に関しては、（紙面の関係上）別途ご相談下さい。
さらに、不動産投資の奨励を目的として、都市部
の特定エリアにおいても課税の免除措置が認めら
れています。特定エリアについては、年度毎に省
令により定められています。
現在、特定の地域に関して、政府は本制度の執
行確保の取り組みを強化しています。特定の地域
とは、プノンペンおよびその他カンボジア国内の都
市部を指しています。都市部での不動産所有に関
しては、特に税金の取締り強化が見込まれますの
で、適切な税金の支払いをお勧めます。
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カンボジア法情報 ‐株式移転について‐

最近、カンボジア現地企業との合弁や買収に関
するご相談を頂いております。今回は、株式の移
転や譲渡に関連する法律や規則をご紹介させて
頂きます。

１ 株式移転や譲渡に関するポイントについて教
えて下さい。
昨年、税務局から株式の譲渡に関する通知が発
行されました。本通知を踏まえると、ポイントはや
はり「税務」面になるかと思います。「2012年4月19
日の税務局発行通知No.437」によれば、
・ 株式の全部もしくは一部の売却を行う際には、
売主は、株式の売却前に全ての関連する税金を
収める必要があります。
・ 納税が全て完了していない時点で株式の移転
を実施した場合には、残存の未払い税金や追徴
課税に関する責任は買主に移転します。
以上を確認する限り、株式の譲渡や購入に際し
ては、対象企業の財務、税務の状態を詳細に調
査、確認した上、実行に移す必要があります。

２ 株式移転の際には、どのような費用が必要とな
りますか。
株式移転や譲渡の際には、税務署に対して、
「承認証印税」を支払う必要があります。承認証印
とは、役所が書面を承認する際に押印される証印
です。承認証印に関する税金は、改正「財政管理
に関する法律」の第40条に定められています。会
社の株式の一部もしくは全部の譲渡に関しては、
株式額面の0.1%を当事者のとちらかが負担する必
要があります。
従って、対象企業からの株式移転や買収に際し
ては、承認証印税などを収めた上、適切な手続き
を適宜実施する必要があります。窓口の担当者が
本制度を十分に理解していない場合もありますの
で、注意が必要です。

Tel : 023-640-5621 / 077-642-851   Email  :   info@jblcambodia.com ＜担当： 藪本 雄登＞
カンボジアでの法律のことならJBLへ お気軽に日本語でお問い合わせください。

PROMOTION

カンボジア労務 FAQ

「労務相談対応致します！！」
カンボジア労働規定は、詳細かつ膨大であり、
より正確に理解するためには、労働仲裁裁定や
判決なども確認する必要がございます。
もし労務関係で不安や疑問を抱えている企業
様がおられましたら、「スタ通をみた」ということで
お問い合わせ頂ければ、初回は無料にて労務
相談を実施させて頂きます。
藪本までお気軽にお問い合わせ下さい。

Q.社会保険登録を行うべきでしょうか？

A. ８人以上の従業員を雇用する企業は社会保
険登録を行う必要があります。上記の条件を満
たす企業は、従業員の雇用状況を国家社会保
険基金（NSSF）へ登録することが義務付けられ
ており、登録後30日以内に保険料を納付すると
ともに、従業員に登録番号を伝える必要があり
ます。
また、従業員に対しては、労務災害保険カー
ド（Occupational Risk Insurance Card）を配布す
る必要があります。
保険料の料率は従業員の平均月給の0.8％
に設定されています（最低1,600リエル・最高
8,000リエル）。

弊社では、NSSFへの登録代行業務や社会保
険料の支払い代行業務を実施しております。８
名以上の従業員を雇用されている企業様は、
是非とも弊社にお問い合わせ下さい。
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クメール語・日本語・英語翻訳は 
アズワンランゲージにお任せください 

 
TEL: +855-(0)23-964-045 

         +855-(0)95-814-937 
Email: asone.kh@gmail.com 

プノンペンタワー13階 

 

発行元・文責： As One Language (Cambodia) Co., Ltd. 
 

初めてのお客様に、弊社翻訳サービスを無料でご提供いたします。 
ぜひ品質をお確かめください。（A4サイズで1ページまで） 

+855-(0)23-964-045 （日本語・英語・クメール語対応） 

お電話でお問合せの場合は、合言葉「スタ通」をお伝えください。 
プノンペンタワー13階のオフィスです。お気軽にお立ち寄りください。 

（きりとり線） 

無料翻訳 トライアル チケット 

弊社ではオリジナルの分野別対訳文例集と、３か国語専門用語集を作成しています。これらを活用
して、的確で伝わる翻訳をスピーディにお届けすることを目指しています。  
「スタ通」をご覧の皆様に、弊社の翻訳トライアルチケットを進呈いたします。ぜひ、弊社の翻訳サービ
スをカンボジアでのビジネスにお役立てください。 

(2013年4月15日まで有効です) 

 

「よろしくお願いします」の訳し方 
 
日本人なら毎日のように使っている「よろしくお願いします」。 
単純な言葉ですが、意外と翻訳が一筋縄ではいきません。英語・クメール
語では、日本語と会話スタイルが元々違うことから、この言葉とまったく同
じ意味を持つ表現がないのです。 
 
「よろしくお願いします」を英語に訳す場合、よく使われる表現に 
“Thank you in advance for taking care of this matter.” 
（ご対応ありがとうございます）があります。 
 
クメール語では、អរគុណច្រើនច ើយ ដែលជួយខ្ុុំ។ 

オークンチュラン ハウイ デル チョイ クニョム 
（ご協力ありがとうございます） がよく使われます。 
 
しかし、これらも場面によっては不適切で、たとえば、お客様との別れ際に
ご挨拶として言った場合、そのお客様は何のことかわからず、きょとんとさ
れるでしょう。 
 
挨拶や慣用句は、訳すというより、同じ状況・文脈で使われている表現に
置き換えるのが一番自然なようです。これには、言葉だけでなく文化的な
理解が必要です。 
 
状況が明確で、何をお願いしているのかわかっている場合は、あえて「訳」
から外れていても、具体的に書くようにしています。 
“I look forward to hearing from you.”（ご連絡お待ちしています。） 
“Send my regards to him.”（彼によろしく伝えてください。） 
 
 “សូមជួយដណនុំផង” ソーム チョイ ネー ナム ポン                       

（ご指導の程お願いします） 
 
 “រកីរាយដែលបានស្គា ល់” リッ リエイ  デル バン スカゥル              

（はじめまして）などがその例です。 
 
行間を読み、言葉の背後にある意味を理解し、対象言語の文化圏で使わ
れている言葉の中から最適な表現を選ぶことで、滑らかな文章となります。 
 
単純な言葉の翻訳も、意外と奥が深いようです。 
 

Eメールが文字化けして読めません。      
 Your e-mail was garbled, and I cannot read it.  

Eメールに添付して送ってください。                      

Please send it to me as an e-mail attachment. 

Eメール：អីុដមល イーメ   添付：ភ្ជា ប់វាមកជាមួយ パチョ ヴィ モッチェアモーイ    文字化け： អកសរដែលមិនអារអានបាន アッソーデル マンアッアンバン 

クメール語翻訳の現場から 
今月のリサーチ 

3月号 

単純 だけど、難しい…? 

 正確で伝わる翻訳をお届けするためには背景情報をリサーチする作業が欠
かせません。翻訳対象言語の関連文書を参照し、言い回しや、前後の言葉と
のつながりを確認する作業も行います。 
 

「Issue」 
 
 「発行」「支給」「書籍の出版」「冊数」「論点」「異議申し立て」「地代などの収
益」など様々な場面で使われるこの単語、多くの意味を持つように見えますが、
軸となる共通の意味は「出す」。もちろん、クメール語の対訳も数多くあります。
単語が持つ意味を深く理解したうえで文脈に沿って最適な表現を選択する
語彙力、センスと経験が翻訳の質を左右します。 

 
Issue のクメール語訳 

（1）ចរញ チェィン （発令） 

（2）ចអាយ アオイ （旅券などの発行） 

（3）បញ្ហា  パインアハ （問題） 

（4）ចលខ レィッ （出版物などの号） 

（5）ចរញផាយ チェィン プサイ （書籍の出版） 

（6）ការលក់  ុនថ្មី    カー ロッ ホン タメイ （新株式の発行） 

（7）រុុះថ្ថ្ៃទី  チョッ タガイ ティー （発行日） 

（8）បច្ឆា ជន パッチャー チョン（子孫） 

など、他にもまだあります。 

សូមចផ្ើអីុដមលចោយភ្ជា ប់វាមកជាមួយ។ 
ソーム パニャイーメ ダウイパチョ ヴィ モッチェアモーイ  

អីុដមលរបស់អនកចោតអកសរដែលមិនអារអានបាន។ 
イーメ ロボッネアッ ロアッソー デル マンアッアンバン 
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